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１９９０年代におけるアルゼンチンの
労働・社会保障改革再検討

――競争的コーポラティズムの合意――

　　　　　　　　　　　　　

宇佐見　耕 一

はじめに

　アルゼンチンでは１９８３年に軍政から民政への移行がなされたが，経済的に

１９８０年代は高率のインフレとマイナス成長という文字通り「失われた１０年」と

なってしまった。１９８９年にはインフレが年率５０００％に迫るという厳しい経済

情勢のなか大統領選挙が実施され，ペロン党のカルロス・メネムが大統領に

選出された。メネム政権は，貿易自由化，経済規制緩和，国営企業民営化な

どの市場機能を重視するネオ・リベラル改革を実施する一方，社会政策面で

も労働市場の規制緩和，年金改革や医療保険改革などの諸改革を実施して

いった。それは，一方ではグローバリゼーションのなか経済自由化が進行し

内外の競争が激化し，他方では失業率が上昇し，それらへの対応として雇用

関係の柔軟化が求められていたからである。また，雇用関係の変容，失業の

拡大そして財政問題などから社会保障制度改革が政策上の課題となっていた。

　ここで問題となるのが，１９９０年代の改革は，経済面で国営企業の民営化や

貿易自由化などのネオ・リベラリズムにもとづく改革が徹底的に行われたの

に対して，労働政策や社会保障政策に関しては，一定の政・労・資の協議が

行われ，市場原理の導入に際してなんらかの保障措置がなされたという点で



ある。ネオ・リベラル改革がなぜ実施されたのかという課題に関して多くの

論者が見解を発表しているが，本論では主要な社会政策の改革に当たり，多

くの場合政・労・資の協議がもたれ，そこでなんらかの合意が達成されてか

ら政策が実施されていることに注目する。そこでは経済自由化のもとコーポ

ラティズムによる合意が形成され，その新たなコーポラティズムの合意にも

とづき労働・社会保障改革が行われたという仮説を提起し，以下それを検証

することとする。

　そこでは本論では，まず１９９０年代のネオ・リベラル改革をめぐる分析手法

を検討し，社会政策の分析にコーポラティズムの概念を用いた分析の必要性

を明らかにする。続いて政・労・資の合意がどのような性質のものであり，

なぜそのような合意が行われたのかという点を分析する。さらに，それでは

そうした合意の下で，具体的にどのような政策として実現したのかに関して

論ずる。続いて，労働改革で生じた新たなリスクと社会保障制度の整合性お

よび労働・社会保障改革が当初の目的を達成されたのかを検証する。そして

最後にそうした新たなコーポラティズムの終焉の要因を述べることとする。

第１節　ネオ・リベラル改革に関する政治経済学

　１．委任型民主主義論と制度論

　１９９０年代のラテンアメリカにおいて，ペルーのフジモリ政権やアルゼンチ

ンのメネム政権に代表される民主的な選挙を経て選出された大統領が，司法

や立法権に優越する強力な大統領権限を行使してネオ・リベラル改革を推進

していたと判断する論者がいる。オドーネルは，そのような形態の民主主義

を民衆から委任された民主主義，すなわち委任型民主主義と名付けている

（�
�
�������［１９９７��２８７�３０４］）。アロンソは，アルゼンチンにおいて１９８０年代の

深刻な経済危機が委任型民主主義の出現を促した（������［２０００��１９９］）とし
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ている。

　オドーネルの議論は，１９８０年代に軍政から民政に移管した政権における民

主主義のあり方を議論したものであり，確かに１９９０年代のネオ・リベラル改

革を推進した政権の特色はよく描写されている。これに対してパニッサは，

ネオ・リベラル改革の成否を理解するにはオドーネルのようなネオポピュリ

ズム的リーダーのあり方を論じるのでは不十分であると批判し，そのような

リーダーが行動した制度的コンテクストを理解しなければならない（�������

［２００１��１６４］）とする。彼は，メネム政権においてネオ・リベラル改革が成功

した背景には，メネム政権において形成され従来のペロン党支持勢力と新た

な経済政策を推進する勢力の同盟関係の形成（�������［２００１��１６６］）を指摘し

ている。同様にレヴィツキーもペロン党の組織における柔軟さに注目し，メ

ネム政権下でペロン党が労働組合に基盤を置く政党から，同政権によるさま

ざまな政治資源の動員をとおして政治的クライアンティリズムが優勢な政党

に変容し，その下でネオ・リベラル的改革が実行された（��������［２００３］）と

している。なおネオ・ポピュリズム論に関しては出岡［２００１］と松下［２００４］

の研究レビューを参考にされたし。

　ネオ・ポピュリズム論にみられるようなポピュリスト的政治スタイルの議

論を超えて，パニッサやレヴィツキーはアルゼンチンにおけるネオ・リベラ

ル改革の成功の背景を制度的要因に掘り下げて説明している。また，従来の

比較福祉国家論では，福祉国家後退期には経路依存性や拒否点など新制度論

的説明が行われている（�������［１９９４��２００１��４１４�４１９］，宮本［２００６��６９�７０］）。ア

ルゼンチンの場合も社会保険改革を促した重要な要素のひとつは財政上の問

題であり，そこには先進国における福祉国家後退局面と類似の背景が存在し

ている。そうであるならば，アルゼンチンのケースにおいても新制度論的立

場からのアプローチは可能であろう。

　しかし，アルゼンチンの労働・社会保障改革はほとんどの場合，改革に際

して政・労・資交渉がもたれ，そこで一定の合意が達成されてから政策制定

に至るというプロセスがとられていることが報道により知られている。とこ
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ろがこの点に関して上述した先行研究においてはほとんど注目されてこなか

った。アルゼンチンにおける労働改革や社会保障改革が政・労・資の協議と

その合意のもとに行われたのであれば，そうしたコーポラティズム的協議や

合意そのものに焦点を当てて分析することが優先されてしかるべきであろう。

　２．コーポラティズムの諸概念

　コーポラティズムに関して分析を行うに当たり，その概念を簡単に整理し

ておく必要があるが，一般的概念に関してはすでに序章で述べているので，

ここでは最小限の記述にとどめる。コーポラティズムの定義としては，シュ

ミッターによる定義が広汎に受け入れられている。すなわちそれは，単一の

加入義務のある職能別組織により構成され，それらの組織は国家による一定

の統制を受ける代わりに，独占的代表権を有するという利益代表システムと

されている。コーポラティズムは，さらに国家コーポラティズムと社会コー

ポラティズムという下位概念に分類されている（シュミッター［１９８４��３９�４８］）。

筆者はかつてアルゼンチンにおける福祉国家の形成をペロン政権期の国家

コーポラティズムと関連させて論じたことがある（宇佐見［２００１］）。そこでは，

フォーマルセクター労働者に対して全日・無期限の雇用契約を原則とし，解

雇補償を定め安定的雇用関係を保障すると同時に，彼らに対して社会保険の

整備を行っていった。

　しかし，１９９０年代のメネム政権期においては，経済自由化と強まる内外市

場での競争という条件下で，労働・社会保障改革に関してイシューごとに政・

労・資による協議が頻繁にもたれ，そこで一定の合意が得られてから政策が

実施に移されているという事実がある。そこには，「競争力」や「生産性」を

意識してなされた新たな形のコーポラティズム的合意の形成を想定すること

ができる。それらは前述した国家コーポラティズムや社会コーポラティズム

とは形態や合意の中身において相違していると考えられる。そうした新たな

形のコーポラティズムの形態やその合意の性格を分析する際に，ローズの競
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争的コーポラティズムの議論が参考になろう。

　グローテとシュミッターは，グローバリゼーションや��統合という条件下

にもかかわらず，　１９９０年代に西欧において一国レベルのマクロイシューに

関するコーポラティズム復活の傾向を指摘している（��������	�
�������

［２００３］）。またローズは南欧やオランダ，さらにアイルランドの事例からグ

ローバリゼーションが進展するなかで，雇用と社会保障問題の解決は困難と

なっているが，それらは必ずしも社会経済改革に関する協調プロセスを減退

するものではない（������［２００１��１７６］）と論じる。彼は，そしてそうした状

況下で行われる政・労・資の合意形成の仕組みを競争的コーポラティズムと

命名している。競争的コーポラティズムは，協議は定例化されておらず，参

加者も強固な組織をもっていないなど（������［２００１��１７７］）制度的に緩やか

な点，また北欧のコーポラティズムと比較して国家の役割が大きい点が特色

となっているとする。彼は，競争的コーポラティズムの性格として以下の５

点を指摘している（������［１９９８��１９４�１９５］）。�政府により主導される。�新

たな雇用関係を形成するが，それらは従来の制度と融合し，新たな協約や協

調的雇用関係形成の下地となる。�雇用関係の柔軟化を追求するが，新たな

そして交渉による社会的保護措置を設定させる。�財政支出削減を追求する

が，一方的決定や社会的不平等の大幅な拡大を避けようとし，社会的抗議を

避けることができる。�生産性の向上や成長の成果を共有しようとするが，

この点はほかの諸点より達成が難しい。

　それでは，こうした競争的コーポラティズムが形成される要因は何であろ

うか。ローズによると，近年労働組合の弱体化がみられるものの，労働組合

は労働現場にネットワークをもち，組織化された協調のネットワークのなか

に埋め込まれている。そうした労働組合が協約を作り出すことに成功する。

なぜなら労働組合はパートナーに制約と資源を提供するからである。制約と

は労働組合が多くの政策に対して拒否権をもつことであり，資源とは政策へ

の支持や，よく組織化された労働組合が不在の場合経営者にとって労働者は

扱いにくい存在となることである（������［１９９８��１９５�１９６］）と説明している。
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第２節　メネム政権と競争的コーポラティズム

　１．メネム政権のネオ・リベラル政策

　１９８９年に年率５０００％近いハイパーインフレのなかでアルフォンシン急進党

政権は事実上崩壊し，同年に実施された大統領選挙に当選したメネムは就任

時期を早めて大統領に就任した。こうした経済危機のなかでの政権発足で

あったため，同政権に課された最大の政策課題は経済の安定化であった。メ

ネム大統領の属するペロン党の最大支持組織は，アルゼンチン唯一のナショ

ナルセンターである労働総同盟参加の労働組合であった。しかし，メネム政

権の採用した経済政策は組合が反対する，市場原理を重視するネオ・リベラ

ル経済政策であった。

　ネオ・リベラル経済政策が本格化するのは，ペロン党とは政治的関係をも

たなかった経済学者ドミンゴ・カバロが１９９１年に経済相に就任してからのこ

とであった。貿易は一部を除き数量制限が撤廃され，関税表も簡素化され全

体として水準が引き下げられていった。メネム政権期初期（１９８９年７月～１１

月）の平均関税率が２７�９％であったものが，カバロが経済相に就任すると

１３�０％（１９９１年１月～６月）と急速に引き下げられていった（���������	�	

����������［１９９１］）。また，１９９０年の国営電電公社（�����）の２分割民営化を

皮切りに，１９９３年までに主要国営・公営企業のほとんどがなんらかの形で民

営化されていった。それまでの国営・公営企業は多額の対外債務を有してい

るのと同時に，毎年多額の赤字を生み，国庫に負担をかけていた。そのよう

な国営・公営企業の民営化は，対外累積債務を軽減させる一方で，財政によ

る赤字補填の必要がなくなり，さらにその売却益が国庫に入るなど，それま

でのアルゼンチンのインフレの根元であった財政赤字問題解決の切り札で

あったともいえる。

　その結果，アルゼンチンの生産レジームはそれまでの輸入代替工業化政策

30



による産業保護が撤廃され，各産業は市場競争のもとに置かれることとなっ

た。そのことは，労働者がそれまでの輸入代替工業化という生産レジームの

下で産業政策と巨大な国営部門により保護されてきた雇用と賃金の安定が薄

らぐことを意味していた。

　経済面でこうした急速な市場主義を推し進めるための法制的枠組みが，

１９８９年に議会で可決された国家改革法（法律２３６９６号）と緊急経済法（法律２３６９７

号）であった。前者は国営企業の民営化を促進させ，また穀物委員会等の国内

市場を規制する機関の廃止を定めていた。後者は，各種補助金，税制優遇措

置や産業振興政策の廃止など輸入代替工業化の基幹をなす産業政策の撤廃を

定めていた。同時に後者は，年金や医療保険の改革も目標とされていた。こ

うした市場を重視した改革を進める上で，メネム大統領は大統領令を頻繁に

使用したことが注目される。１８５３年憲法では，緊急時に大統領が緊急大統領

令を発令できることが定められているが，メネム政権発足の１９８９年７月から

１９９４年８月までに３３６の大統領令が公布された（����������	
���［１９９６��４５１］）。

こうした政治スタイルがオドーネルによる委任型民主主義論を生み出した背

景にあった（�
�
�������［１９９７］）。とはいえ，労働改革や社会保障制度改革の

政策立案過程では，大統領令で改革を強行しようとする場面もみられたもの

の，労働組合の反対にあい成功せず，政・労・資の話し合いが行われ，一定

の合意が達成された後改革案が議会を通過するというコーポラティズム的協

議と合意形成がみられた。

　２．コーポラティズムの主要構成組織

　そこで，メネム政権期に政・労・資の三者協議の当事者であった労働組合，資

本家団体，政府の状況をまず概観することにする。労働組合の頂上団体とし

て１９３０年に発足した労働総同盟（���������	
��������������������������）があ

る。労働総同盟は，１９４６年ペロン政権発足以来同党と関係を強め，１９９２年に

アルゼンチン労働者センター（��������	���
��������	
�������������������）が
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設立されるまで事実上アルゼンチンにおける唯一のナショナルセンターで

あった。また労働総同盟は，労働・社会保障省に労働組合法人格を認証され

た唯一のナショナルセンターである。労働総同盟は産業別労働組合の連合体

であり，アルゼンチン労働者センター設立まではほとんどの産業別労働組合

を傘下におさめていた。他方アルゼンチン労働者センターは，教員組合や国

家公務員組合を中核メンバーとし，失業・貧困者の社会運動とも関係をもっ

ているが，労働省より労働組合法人格の認証を受けられないでいる。

　労働総同盟の中央組織としては総会と中央委員会があり，それぞれ加盟組

合員数に応じて総会代議員と中央委員会委員が割り振られる（�����［１９８８］）。

そこでは金属総連などゴルド（�����，太った人）と呼ばれる巨大組合が影響

力をもっている。また，労働総同盟加盟組合のなかにペロニスタ６２組合

（���������	
��������６２���������	�
��������	��������）という法人格をもった組織

があり，ペロン党支持の中核を構成している（�����������６２��������２００６年１０月

３０日閲覧）。

　１９８９年大統領選挙において労働総同盟は，ペロン党候補としてメネム・ラ・

リオハ州知事候補支持組合とアントニオ・カフィエロ・ブエノスアイレス州

知事支持組合に分裂し，それがメネム政権発足以降も親メネム政権派の労働

総同盟�サン・マルティン派�と政権に批判的な労働総同盟�アソパルト派とし

て分裂状態が続いていた。しかし，１９９２年には親政権派主導の下に統一を回

復し，これにより労働総同盟の交渉力は高まり，メネム政権もそれまでのネ

オ・リベラル改革の一面的推進から，労働改革や医療保険改革などで労働組

合の立場を尊重するように立場を変化させたとされている。

　メネム政権発足時に労働総同盟が分裂していたことは，労働総同盟の政治

的影響力を低下させていたと多くの論者が指摘するところである（������

���������	�
�����［１９９９��２９�３１］，�������［２０００��４２９�４３０］，��������［２００４］）。ま

たペロン党下院議員のなかで労働組合出身議員は１９８３年に２９人であったもの

が，２００１年には３人にまで低下している（��������［２００４��２０］）。さらにマーシャ

ル等の研究によると全雇用労働者に対する労働組合員数は１９９０年が４９％で
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あったものが，２００１年には４２％へと低下している（�����������	�
����［２００５��

１２］）。それでは，組合の分裂に終止符が打たれたとはいえ，このように労働

組合の政治的影響力低下を類推させる状況があるなか，なぜ社会政策に関し

て政・労・資の協議がもたれ，そこでの合意がなされたのであろうかという

問題が設定できる。

　アルゼンチンにおいて産業界を代表する団体は，メネム政権期にはグルー

プ８と呼ばれる以下の団体があった。�アルゼンチン銀行協会（����������	

��������	����
������������������），�アルゼンチン外国銀行協会（����������	

��������	����
������
�������������������），�ブエノスアイレス証券取引所

（���������	�
�������������������），�アルゼンチン商工会議所（�������

���������	
�	�������），�アルゼンチン農牧協会（���������	
������������），

�アルゼンチン工業連盟（�������������	
��������������），�アルゼンチン建

設会議所（����������	
��
��	������
��������
），�アルゼンチン建設協会

（���������	�
�����	�������
�������）。このうちアルゼンチン建設協会の活動

は現在認められず，グループ８はグループ７と呼ばれている。

　１８８７年に設立された製造業者の代表という性格をもつアルゼンチン工業連

盟は，アルゼンチン農牧協会やアルゼンチン銀行協会とともに産業界を代表

する有力な頂上団体といえる。この３者のなかでも，特にアルゼンチン工業

連盟が公式，非公式の政・労・資協議で産業界の意見を代表することが多く

みられる。労働総同盟とは異なりアルゼンチン工業連盟は，アルゼンチンの

有力政党であるペロン党や急進党への公式な支持―協力関係はみられない。

　最後に政府側をみると，ペロン党と政治的関係をもたないテクノクラート

が登用され，改革を推進した。アルゼンチンでは，国家公務員の上級職は広

汎に政治任用がなされており，政権交代にともない国家公務員上級職は大幅

に入れ替わるのが一般である。確かにメネム政権の第３代経済相（１９８９年７

月～１９９１年１１月）のエルマン・ゴンサレスは，メネム大統領がラ・リオハ州知

事時代からの側近であり，第１代労働相（１９８９年７月～１９９１年１月）ホルヘ・

トリアカはプラスチック労連出身の労働指導者というように政権と関係の深
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い人物が閣僚に任命されている。

　しかし，メネム政権の主要経済改革政策を推進したドミンゴ・カバロ経済

相は，その能力が評価されて政党や労働運動など政治的背景なしにメネム政

権に閣僚として迎え入れられたテクノクラートの代表例であった。彼は，

ハーバード大学で経済学により博士号を取得した後，民間の研究所所長とな

り，軍政期の１９８２年には中央銀行総裁に就任している。１９８７年からは下院議

員を務めていたが，ペロン党や急進党といった伝統政党とは強いつながりを

もたず，１９８９年メネム政権が成立すると外務相に就任し，１９９１年から１９９４年

まで経済相を努め，ネオ・リベラル改革を推進した（������������	
	�������	���

２００６年１０月３０日閲覧）。

　１９９４年から１９９７年まで労働相を務めたホセ・アルマンド・カーロ・フィゲ

ロアも，労働問題専門の弁護士出身で，急進党政権の労働省労働局長やスペ

イン労働省顧問を歴任後，１９９４年に労働改革の専門家としてメネム政権に迎

え入れられたテクノクラートであった（��������	
���［１９９７］）。メネム政権期

にこうした政治的背景をもたずに政権の主要ポストを占めたテクノクラート

は閣僚以外にも多く，彼らが改革の素案を作る場合が多かった。とはいえ，

政治的つながりのある人物と比べてテクノクラートは政治的支持母体がなく，

その点が社会政策など労働組合からの強い反対のある部門における政策策定

過程に影響を与えたと考えられる。

　３．アルゼンチンにおける競争的コーポラティズム

　それでは，１９９０年代にいかなる政・労・資協議がもたれたのであろうか。

国営・公営企業の民営化を中心とするネオ・リベラル経済政策の推進に対し

て，政権に批判的な労働総同盟アソパルト派は，抗議活動を展開していた。他

方，メネム政権側は１９８９年１２月に大統領の呼びかけにより政・労・資による

社会協約を締結しようとする動きがみられるようになった（��������	
���

���������	
���������
��１９８９����４０）。社会協約により政策を推進しようとする
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姿勢は，労働・社会保障改革において特に顕著であり，そのための政・労・

資の会合が頻繁にもたれることとなった。政・労・資会合の呼びかけは，常

に政府からなされており（１），その点で国家が主導するコーポラティズム的協

議と合意というメネム政権期のコーポラティズムの性格の一面が伺える。

　労働改革に関してみると，１９９０年８月になると雇用関係の柔軟化を推進す

る「雇用法」制定に向けて政府，経済界を代表するグループ８および親政府

労働総同盟サン・マルティン派が協議を進め，細部での完全合意には至らな

かったものの，「雇用法」を議会で可決させる点に関しての合意には達した

（�����������２���９��������������１９９０）。後に詳しく述べるように，雇用法は一面

では雇用関係の柔軟化を促すという競争力の向上に資する性格をもっていた。

その反面同法は，アルゼンチンで初めての本格的な失業保険制度を導入し，

また統一労働登録システムを作り闇雇用の削減を目指すなど，競争力向上政

策によりもたらされるかもしれないネガティヴな結果に対する補償を行うと

いう性格ももちあわせていた。

　社会保障制度改革では，年金改革と医療保険改革がメネム政権の当面の政

策課題であったが，政労資合意が成立したのは年金制度に関してであった。

政府において１９９１年１月に労働省社会保障局長が年金改革推進派に交替し，

世銀等の援助により２０名のスタッフを雇用し年金制度改革案が練られていた

（������［２００２��５１］）。１９９２年６月にメネム大統領が，積立方式導入を柱とする

年金改革の必要性をテレビ演説で国民に訴えたことから改革は加速化された

（���������	�３�������������１９９２）。同月下院に公的で賦課方式の共通基礎年金と

２階部分に相当する４５歳以下を対象とした強制積立方式の制度が提案された

（���������	���
�����［１９９３��４７�５０］）。この提案に対して，年金受給者団体の連

合体はただちに反対を表明し，デモ行進を行っている（�����������３���４����������

���１９９２）。その当時の年金受給者が政府の改革案に反対するのは，積立方式

が導入された場合，当時賦課方式により給付されている年金の財源が不安定

化し，ただでさえ遅配や減配などの問題を抱えている年金財政制度がさらに

問題を抱える点が懸念されたためである。とはいえ，年金受給者団体の組織
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化率は自称でも１０％程度と低く，その上多くの組織が分立し，政策形成に与

える同組織の影響は弱かったとされている（������［１９９８��６１３�６１４］）。

　統一した労働総同盟も，同法案に反対を表明している（���������	�２���������

���１９９２）。これに対してアルゼンチン工業連盟は，賦課方式の年金制度は事

実上破綻していると判断し，積立方式導入の政府案に対して基本的に賛成の

立場であった（２）。こうした状況下，１９９２年１１月から経済相のドミンゴ・カバ

ロ主導の下で同省管轄の生産・投資・成長審議会（�����������	
���������

����������	�
��
�������）の場で政・労・資協議が行われることとなった。その

協議の結果，１９９２年５月に同審議会において，労働組合等運営の年金基金運

営会社や年金基金監督機構の設置などの労働総同盟要求の一部を受け入れ，

政府案に近い形で政・労・資の合意が達成された（���������	
�２７����������	
��

���１９９２）。１９９３年４月の下院審議では，労働組合出身議員やそれに同調する

与党議員がキャスチングボートを握った結果，２階建て部分も公的賦課方式年

金と民間積立方式年金を加入者が自由選択できるというより労働組合の主張

に近い形となって可決された。この点に関し，アルゼンチンの政党制の性格

とそこにおける拒否点の関係について別途研究が必要であろう。

　この年金制度改革においても労働組合側は従来の賦課方式の制度に問題が

ある点は認識しており（３），労働組合側の賦課方式の導入そのものには当初か

らそれほど強い反対をしてこなかった。そこで，市場原理に適合的な積立方

式と労働組合構成員の年金受給がひとまず保障されている賦課方式をいかに

組み合わせるかが焦点となった。１９９２年末の政労資合意は，組合員の退職後

の経済保障に加えて，市場原理に適合的な社会保険に市場競争の原理を導入

した積立方式を選択できるという妥協であったとみなすことができる。

　メネム政権期における政・労・資合意で最も注目されるべきものは，１９９４

年７月２５日に大統領官邸で署名された「雇用・生産性・社会的公正に関する

枠組み合意」であろう。これは１９９４年労働相に就任したカーロ・フィゲロア

主導のもとに，同年７月はじめより政・労・資代表が集まり交渉を続けた結

果成立した合意であった。合意文書に署名した主要人物は政府側ではメネム
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大統領，カバロ経済相，カーロ・フィゲロア労働相であり，労働側ではカッ

シ労働総同盟書記長，経済界側ではビジェーガス・アルゼンチン工業連盟会

長をはじめとするグループ８の代表者であった。

　合意は１７項目からなるが大きく以下の６点に集約される（����������	
�	

����������	
�������	����［１９９４］）。�雇用創出のために雇用関係の柔軟化を促

す一方，失業者の再就職や失業者への医療プログラム，また北部地域での雇

用創出など柔軟化による雇用創出と失業者への対策が対になった政策の導入，

�労働者の経営情報に接する権利や労働者の資本参加を促すなど労働者の経

営参加を促す政策の導入，�社会保険による家族手当制度改革に関し労使の

拠出比率を定め，労働災害保険改革では民間保険を導入し，�団体交渉の重

要性を確認し，不当労働行為や会社破産時への対策を盛り込む，�内外の情

勢変化に対応して競争力や生産性を高めるための雇用関係の見直し，団体交

渉の改革，グローバリゼーションに対応した移民労働者規制，�合意実現の

ための委員会の設置とアジェンダの設定，である。

　この合意により１９９５年中に多くの関連法案が成立した。その最大のものは

労働自由化法（法律２４４６５号）である。詳細は後に述べるが，この労働自由化

法によりパートタイム契約が新たに認められるなど雇用関係の柔軟化が一段

と促進されると同時に，柔軟な雇用関係は女性，中高齢者や障害者を対象と

して彼らの雇用拡大を目的としたものであった。このほか中小企業振興を目

的とした中小企業法（法律２４４６７号），民間保険会社を導入した労働災害法の改

正（法律２４５５７号），破産時の資産保全や団体協約のありかたを定めた破産法改

正（法律２４５２２号）が議会において制定された。また，翌１９９６年には労働争議

の義務的調停院設置法（法律２４６３５号），主として雇用労働者を対象としている

がより普遍的な制度に改正された家族手当改正法（法律２４７１４号）が議会で制定

された（���������	�
�����［１９９７��２３６�２４４］，���������	��
	���［２００６］）。

　これらの合意とそれにもとづく制度改正は，一方においては市場環境の変

化に対応して競争力と生産性の向上に資する制度改正を労働組合側が受け入

れるのに対して，そうした新たな雇用条件のもとで出現するリスク，特に失
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業に対しての対策を施すというローズのいう競争的コーポラティズムの合意

に近い内容となっていた。ただし，メネム政権期における競争的コーポラ

ティズムは，次の点でローズのいう理念的な競争的コーポラティズムモデル

とは異なっていた。その第１は，メネム政権期の政・労・資合意は確かに競

争力促進とそれによりもたらされる問題に対する対応がなされていたが，そ

の反面公正な分配に配慮するという視点がきわめて微弱な点であったことで

ある。すなわち，そこには生産に関する同盟は成立したが，分配に関する同

盟は成立していなかったといえる。第２に，ローズの競争的コーポラティズ

ムは制度的に分権化されたコーポラティズム協議を理念型としている。これ

に対してメネム政権期のコーポラティズムは，イシューごとに国家の強い働

きかけの下に招集されたという性格をもつものの，アクターは国家，労働総

同盟，アルゼンチン工業連盟といった集権化された中央交渉であった点が

ローズの競争的コーポラティズムの想定している制度と異なる点である。第

３に，アルゼンチンにおける競争的コーポラティズムは，１９９０年雇用法制定

へ向けての暫定的合意から始まり，１９９４年の枠組み合意でピークを迎えるの

だが，後述するように１９９７年には合意の枠組みは崩壊してしまい，実質的に

はメネム・ペロン党政権下の７年間のみ機能しなかった点である。

　４．競争的コーポラティズム成立の要因

　それでは前述したように労働組合の政治的影響力低下を示す状況証拠が多

数あるなかで，なぜ政・労・資の協議がもたれ，そこで合意が形成されたの

であろうか。まず，制度的な枠組みをみると，アルゼンチンの労働法制が労

働組合の凝集性を維持させ，組織化率の低下や労働組合出身国会議員数減少

にもかかわらず，労働組合が影響力を保持し続けた要因であることを忘れて

はならない。第２次世界大戦後に成立したペロン政権以来，現キルチネル政

権に至るまで，労働組合法と団体労働協約法において労働省に労働組合法人

格を認証された労働組合のみが団体交渉において団体協約を締結できること
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になっている（����������	���
���������［１９９６��２７４�２７６］）。そして現在に至る

まで労働省から労働組合法人格を認証された頂上団体は労働総同盟のみなの

である。こうした制度的枠組みが，外部環境の変容にもかかわらず，アルゼ

ンチンにおいてコーポラティズム的協議の枠組みを維持させた制度的背景で

あると考えられる。

　次にこのような制度的な枠組みのなかで，前述した政労資の各アクターは

どのような行動をとったのかをみる。労働組合側の事情からみると，当初労

働組合はメネム政権の推進する政策は労働者の雇用と賃金の安定を脅かす恐

れがあるものとして反対の立場にあった。そのため，反対の抗議活動を行う

場面がみられた反面，労働組合の諸改革に対する立場は一様ではなく，労働

組合が交渉に参加し少しでも労働条件や社会保障制度が労働組合側にとって

不利にならないようにしたとの組合幹部の証言がある（４）。それでは，政府側

はなぜ協議を行い，労働組合との合意を得て改革を行おうとしたのであろう

か。ここで，改革を推進した主要人物がカバロ経済相でありカーロ・フィゲ

ロア労働相というような与党ペロン党とも労働組合ともなんら関係のないテ

クノクラートであった点が注目される。カーロ・フィゲロア元労相は，筆者

とのインタビューで自分が労働組合やペロン党に基盤をもたない「弱い大臣」

であることを当初より自覚していたと述べている。そこで改革を遂行するた

めに，政・労・資協議の場を必要とし，そこで説得を行うことにより改革を

進めていったと述べている（５）。また，産業界を代表するアルゼンチン工業連

盟の社会政策担当者も，労働・社会保障政策の策定には，政・労・資交渉を

行うことが望ましいと常に考えているとの証言をしている（６）。このように，

労働組合の影響力後退やグローバリゼーションにともなう社会状況の変化の

下でも，アルゼンチンにおいては政労資ともに社会政策策定には協議が必要

であり，そこでの合意を得ることが各アクターにとって望ましいことである

ことと考えられていたことが判明した。

　それでは，この競争的コーポラティズムの合意が改革を進めようとする政

府・資本家よりのもので，分配面は弱かった点はどのように説明されるので
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あろうか。この点をもう少し政治学視点からみると，ムリージョによる制度

的合理的選択理論を労働運動と連携した政党と労働組合の戦略的相互作用に

応用して，１９９０年代のネオ・リベラル改革を分析した研究を手がかりに考え

てみよう。そこでは，労働組合幹部の目的をできるだけ長期間その地位に留

まることとしたうえで，政労の協調関係が成立するのは労働運動をめぐり政

党間競争がなく，政権党をめぐる労働組合間競争もない場合であるとする。

労働組合が政府に従属するのは，政党間競争がなく，組合間に労働組合と連

携した与党に対する支持をめぐる競争がある場合であり，１９９２年に労働総同

盟が統一するまでメネム政権による労働政策推進の事例が前者（政党間競争が

なく，ペロン党に中忠誠な労働組合が分裂していた）に該当し，１９９２年以降は後

者に該当し政労の妥協が成立し，労働側は政府から一定の譲歩を引き出して

いるとする（�������［２０００��１４８�１５９］，松下［２００４��２９１�２９２］）。ムリージョの説

明は，１９９２年までのネオ・リベラル経済政策の推進および，１９９２年以降に政

労の協調が成立した点では妥当性を得ている。しかし，１９９１年の雇用法にも

雇用関係柔軟化による不利益を補償する措置が次節でみるように挿入されて

おり，労働者も一定の譲歩を得ていたとみることができ，その点で彼女の分

析枠組みにも限界がみられる。また，協議の妥協がなぜ政府よりのもので

あったかは，外的要因としてグローバリゼーションの進展，また内的要因と

して労働組合の影響力低下という点を考慮する必要があろう。そこで次節で

は，こうした合意を受けて策定された労働・社会保障改革が具体的にどのよ

うな性格のものであるのかを個別にみることにする。

第３節　労働・社会保障改革

　１�　雇用関係の柔軟化

　本節では，本書の第１と第２の課題に相当する競争的コーポラティズムの
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合意を受けて改革された雇用関係と社会保障制度の内容を検討する。メネム

政権になり経済の自由化が進むと，市場のおける内外の競争が激化し，それ

に関する対策が求められていた。アルゼンチン工業連盟の社会政策局長フー

ネス・デ・リオハ（����������	
��）は，新たな市場状況の下で労働コストを

低下させ，さらに新たな市場状況に適合的な生産技術を形成させるために雇

用関係の柔軟化が必要であると主張していた（７）。また，メネム政権期には失

業率が上昇し，その対策として雇用を増大させる点からも雇用関係の柔軟化

の必要性が主として政府側から提起されている（���������	
��	��������

［１９９９��５１］，��������	
���［１９９３��３０�４７］）。このような状況の下で，メネム政権

下において雇用関係柔軟化を促す法律として１９９１年の雇用法と１９９５年の労働

自由化法が制定された。両法の制定にあたっては，前述した公式・非公式の

政労資交渉がもたれた。前節でみたように１９９１年の雇用法に関しては，政労

資間にその個別条項についての合意形成までには至らなかったが，同法を成

立させる点に関する合意は成立していた。また，１９９５年の労働自由化法は，

「雇用・生産性・社会的合意に関する枠組み合意」のなかでなされた合意にも

とづくものであった。

　１９９１年に制定された雇用法においては，表１にあるように主として失業者

や若年層を対象とし社会保険料の減免措置をともなった４種類の有期雇用契

約が認められることとなった。こうした雇用関係柔軟化は，一方においては

市場競争激化に対応した労働コスト削減要求に応じると同時に，失業者や若

年者の労働市場へ参入を容易にし，あわせて若年者に技能形成の機会を与え

るものと期待されていた。雇用法ではさらに，未登録労働契約労働者への補

償金を定め，有期雇用契約者の社会保険登録と労働登録をひとつにした統一

労働登録制度を設立し，いわゆる闇雇用の減少を図り，有期雇用契約者の社

会保障権を確保しようとした。また，同法においてアルゼンチンでは事実上

初めての本格的な失業保険が設立されるなど，同法は雇用関係柔軟化を促す

と同時に，雇用の創設と雇用保護の目的をもったものであった。

　１９９５年制定の労働自由化法では，�団体協約により試用期間を３ヶ月から
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６ヶ月に延長可能とすること，�パートタイム契約の導入，�４０歳以上のも

の，女性，障害者およびマルビーナス戦争従軍者を対象とした６ヶ月から２

年間までの有期雇用契約を認めることとなった。同法の政府原案では労働時

間，有給やレイオフなどに関して交渉の分権化が示されていたが（��������

［１９９４］），労働総同盟の強い反対により，最終的な法文からは削除された（８）。

　以上のようにメネム政権期に行われた２回の法制定により，有期契約，試

用期間延長，パートタイムなど柔軟な雇用契約が導入され，競争的市場状況

に適合的な雇用契約が合法化された。その一方で，一部の有期雇用契約の対

象を若年者や失業者等に限定し，社会的弱者の雇用に配慮を示す一方，失業

保険の設立や技能形成など雇用関係柔軟化にともなう新たな雇用環境，いい

かえれば雇用の不安定化に配慮するものであった。その点で，この２法律は

42

（出所）法律24013号から筆者作成，同法はFont [1997]を参照。

表１　雇用法で新たに認定された柔軟な雇用契約

対象新たな雇用契約 社会保障条件

雇用促進のための期

限付き雇用契約

雇用サービス・ネッ

トワークに登録され

ている失業者または

行政改革により公的

部門の失業者

６ヶ月から18ヶ月の

有期雇用契約

過去６ヶ月以内の正

規雇用ポストは，団

体協約が必要

年金・家族手当，雇

用保険の雇用主負担

の50%免除

新規事業のための期

限付き雇用契約

新たな事業や生産ラ

インのための雇用

６ヶ月から24ヶ月の

有期雇用契約

新事業立ち上げから

４年以内に限定

年金・家族手当，雇

用保険の雇用主負担

の50%免除

青年のための見習い

雇用契約

24歳以下の職業訓練

を受けた新規雇用

技能形成を目的

１年の有期雇用契約

技能形成の認定書の

発行

年金・家族手当の雇

用主負担の全額免除

技能形成のための雇

用契約

24歳以下の職業訓練

を受けていない新規

雇用

技能形成を目的

4ヶ月から2年の有期

雇用契約

労働省が技能形成プ

ログラムを作成

賃金は雇用保険から

支給

年金・家族手当の雇

用主負担の全額免除



競争的コーポラティズムによる合意の成果であるといえる。しかし，賃金に

関しては１９９１年に大統領令１３３４�９１号で，賃金交渉における賃上げを生産性

の向上を基礎とし，賃上げ分の価格への転嫁を禁止したことから，賃金決定

に関しては競争力や生産性の要因に強く支配されていたことが指摘できる。

　２．社会保険改革

　メネム政権成立後の主要な社会保障制度改革は，雇用法による失業保険制

度の導入，年金制度と医療保険制度改革であった。失業保険についてはすで

に論じたので，ここでは年金と医療保険改革に関して論じる。まず，年金制

度についてみると，第２節で述べたように経済省管轄の生産・投資・成長審

議会（�����������	
������������
�����������������）の場で政・労・資協議が

行われ，労働総同盟要求の一部を受け入れ，政府案に近い形で政・労・資の

合意が達成された（�����������２７����������	
�����１９９２）。そして与党が過半数

に達していない下院で労働組合や労働組合寄りの議員の意見を受け容れ，

１９９３年９月に上院で最終的に可決された制度は，以下のような内容となった。

新制度は全加入を対象とした�賦課方式共通基礎年金と�賦課方式補償年金

に，加入者が�公的賦課方式年金か�民間積立方式年金を選択できることと

なった（９）。

　民間積立方式の利点として各論者がさまざまな点を指摘しているが，それ

が資本市場を育成させ将来の経済成長に資するという点も重要な論点であっ

た。またそれは，保険料納付と給付の関係が年金個人口座の開設により明確

となり，問題となっていた高い未納率を低下させることが期待され，社会保

険にカバーされないインフォーマル雇用の増大に歯止めをかけることも期待

されていた。さらにそれは，年金個人口座の開設により転職の機会が増した

新たな雇用環境に適合的であると思われた。すなわち，アルゼンチンの新年

金制度は，賦課方式において組合員の経済生活をより確かなものとする一方

で，付加年金部分で民間積立方式も選択できることにより，経済成長を促し，
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新たな雇用関係に対応するという競争的コーポラティズムにおける妥協で

あったといえる。

　しかし医療保険改革になるとこうした競争的コーポラティズムの合意の枠

組みはみられなくなった。第２次世界大戦後のペロン政権期に拡大し，オン

ガニア軍政期の１９７０年に雇用労働者の加入が義務化された医療保険も，メネ

ム政権期になると財政問題や効率性をめぐって既存の社会医療保険に対する

批判がなされるようになった。他方，多くの医療保険が労働組合により運営

されていたため，医療保険が労働組合の凝集力の源泉のひとつとなり，その

ため医療保険改革は労働組合の強い反対が予想された。民間研究所の研究者

は，医療保険間に競争原理を導入して医療サービスの質と効率の向上を目指

そうという提案を行い，そのために加入者の医療保険自由選択制が提起され

ていた（���������	［１９９１��１３�２７］）。１９９２年１月に発表された政府の改革案は，

保健省と経済省のテクノクラートにより作成され，医療保険加入者が選択で

きる保険機関は民間保険会社も含むものであった（���������	�３�������������

１９９２）。医療保険の自由選択制は，一面では医療保険の効率化を促す可能性を

秘めたものであったが，他面では職域と社会保険の連動を切り離すものであ

り，雇用関係が柔軟化するなか，雇用と関係なく自由に医療保険を選択でき

るという意味で新たな雇用関係に対応した提案であったともいえる。

　こうした民間医療保険を含めての医療保険自由選択制案に対して，労働組

合側は反対の姿勢を示した。１９９２年１月に親政府労働総同盟サン・マルティ

ン派の書記長ラウル・アミンは，労働組合の運営する医療保険は独力で財政

健全化を図り，労働組合が運営権を引き続きもつべきであるとの主張を行っ

ている（�����������１５�������������１９９２）。また，政府に批判的な労働総同盟ア

ソパルト派のサウル・ウバルディーニ書記長も労働組合が運営する現行の医

療保険制度の維持を主張している（���������	�２１�������������１９９２）。商業労連

幹部のルーベン・コルティーナは，自由選択制の背後に，労働組合の力の根

元が医療保険を運営していることであり，改革を推進する側にそのような状

態を改革することが望ましいとの考えがみえ，労働組合側はそうした考え方
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を警戒して自由選択制に反対していたと証言している（１０）。

　その後，自由選択制を推進しようとする政府とそれを阻止しようとする労

働組合が対立を続けていたが，１９９７年５月にカーロ・フィゲロア労働相と統

一された労働総同盟代表が，自由選択制の範囲は労働組合運営の医療保険医

に限定するとの合意に達した（��������９���１０��������）。この政労合意に対して

アルゼンチン工業連盟は受け入れを拒否し，強く非難した（��������１３���������

���１９９７）。この合意には雇用関係柔軟化に関する事項も含まれていたが，そ

れは不安定雇用の減少や団体中央交渉制の維持など労働組合の主張に沿った

ものであり，ここにメネム政権においてみられた政・労・資により競争的コー

ポラティズム体制の弱体化が顕著となってきた。こうした競争的コーポラ

ティズムの弱体化，消滅は次節の最後でふたたび検討する。

第４節　改革のもたらしたもの

　１．労働・社会保障制度改革の意義

　それでは，メネム政権において競争的コーポラティズムにもとづく合意で

なされた労働・社会保障改革がどのような意義をもっていたのかをここで制

度面と実体面から考察することにする。競争的コーポラティズムにもとづく

合意では，生産性と競争力の向上に労働組合が協力し，その際出現するかも

しれないリスクに対して政府・企業は保障を与えるという妥協がその中軸を

なす。ここではこの点に関して，制度的にどのような結果となったのかに関

し検討する。まず生産性と競争力の向上に関する合意とそれにもとづく政策

は，その目的を達成できたのかという点から確認する。

　労働改革の中心であった雇用関係の柔軟化についてみると，どのような柔

軟化が促されたのかが問題となる。雇用関係の柔軟化に関して多くの論者が

多様な定義を行っている。そのなかでもレジーニは以下の４種類に雇用関係
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の柔軟化を分類している（レジーニ［２００４］）。�数量的フレキシビリティー：

技術革新や需要の変動に対応して労働者数を調整しやすくすること，�組織

的なフレキシビリティー：需要変動に対応して配置転換や多能工化など労働

者の職務を適応させやすくすること，�賃金のフレキシビリティー：労働市

場や競争条件の変化に対応して賃金を調整しやすくすること，�時間的フレ

キシビリティー：需要の変動に対応して雇用人員や雇用形態の異なる人員を

雇用しやすくすること。

　メネム政権期に行われた労働改革で創設された有期契約労働設立，試用期

間の延長，パートタイム契約の導入などは，レジーニのいう数量的フレキシ

ビリティー，賃金のフレキシビリティー，時間的フレキシビリティーを向上

させたと考えられる。これらはまとめて，外的フレキシビリティーと呼ばれ

ることもある。こうした雇用関係の柔軟化は，経済自由化とグローバリゼー

ションの進展にともなう内外市場における競争強化に対応したものであった

とみることができる。これに対して，内的フレキシビリティーともいわれる

組織内のフレキシビリティー向上を図るには，団体交渉の分権化が必要とさ

れるが，メネム政権期の労働改革ではこの点に関し政府・産業界側には推進

させる意図が存在していたものの，労働側の強い反対で実現できなかった。

　次に，こうした雇用関係の変容がどのようなリスクを生じそれに対応する

保障を行う制度が構築されたのかという点を検討する。序章で示したように

テイラー－グッビーは，脱工業化社会の労働市場における新たなリスクとし

て以下の３点を指摘している。�労働市場への参入の問題，�雇用の安定性，

合理的水準の賃金か，社会保障と結びついているか，�柔軟な労働市場で適

切な技能訓練が受けられるか（����������	�［２００４��１９］）。アルゼンチンにおい

ては，若年層の労働市場への新規参入が困難という問題に加えて，インフォー

マルセクターでの就労者がフォーマルセクターでの就労が可能になるかとい

う問題が存在していた。それに加えて雇用関係の柔軟化は，従来の正規雇用

と比べると新たに有期雇用契約など雇用の安定性に関する問題を発生させた。

そうした不安定雇用が社会保険にどのようにカバーされているのかという点
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も議論されなければならない。さらに柔軟な雇用契約で労働者の技能向上の

チャンスがあるのかという問題も出現し，テイラー－グッビーの指摘した問

題点はアルゼンチンにおいても同様に存在することになる。

　そこで社会保障改革がこうしたリスクに対応しているのであろうかという

問いに移る。上記の柔軟な雇用契約では若年者，４０歳以上のもの，失業者，

女性また障害者を対象とした有期契約があり，制度的にはそれらの人々の労

働市場への参入を促している。その反面，有期雇用契約や試用期間延長によ

る雇用がなされるため，雇用の安定性は従来の無期限雇用契約と比べて格段

に悪化するといえる。そのため労働組合側からは柔軟な雇用契約を屑契約

（�����������	
��）と呼び，その不安定性を非難している。雇用期間中に技能

を獲得し，有期契約終結後に時間をおかずに次の雇用がみつかれば不安定雇

用の問題は重要にはならないが，アルゼンチンの場合そのような好循環な構

図は形成されなかった。有期雇用契約のなかには若年労働者の技能形成契約

も存在したが，それが重要性をもつに至らなかったのはカーロ・フィゲロア

元労働大臣の，柔軟な雇用契約は従来の正規契約労働者には手をつけずに，

失業者や若年労働者のための第２労働市場を形成することをねらったもので

あるといった証言からも明らかである（１１）。

　続いて，それではこうした雇用関係の変容やその結果登場したリスクに社

会保障改革ははたして対応しているといえるのかという点が問題となる。ま

ず，雇用法における本格的失業保険導入は，雇用の不安定化にともなう失業

機会の増加に対応した措置であるといえる。ただし，試用期間での雇用は年

金保険料と失業保険料が免除されており（����������	���
���������［１９９６��

５３］），試用期間での解雇は失業保険の対象とならず，また年金保険料を支払

わないことから将来の年金受給額にも影響がでると考えられる。さらに，雇

用法で定められている闇雇用契約者への補償や有期雇用契約者の労働登録と

社会保険登録を一元化する仕組みが闇労働契約を減少させ有期契約労働者へ

の社会保障の権利を確保させることを目的として導入されている。問題は，

失業保険が実際にどの程度失業者を救済しているかであり，統合労働登録制
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度が機能し有期契約労働者の社会保障が確保され，闇雇用者への補償制度が

闇雇用を減少することができたのかという点にある。社会保険改革の中心で

あった年金制度に一部積立方式を導入した改革は，個人積立口座を創設する

ことにより，雇用関係柔軟化により転職機会が多くなった労働市場に適合的

であり，また保険料支払いと年金受給の関係が明確化されることから保険料

未納率の低下が期待された。ここでも問題は，改正された年金制度が本当に

勤労者の退職後の生活を保障できているのかという問題に行き着く。

　２．改革の結果：雇用の状況

　そこで，上述した制度改革が実質的にどのように機能したのかを確認する

必要がある。まず，大ブエノスアイレス圏における失業状況をみると，１９９０

年代に入り１９９１年には６�３％まで低下したものの，その後増加を続け１９９５年に

は２０�２％と空前の大量失業が発生した。その後も１５％前後の高水準で推移し

ている。これは，失われた１０年と呼ばれた１９８０年代に比べても高水準で，１９９０

年代はまさに大量失業の常態化現象がみられたといえる。この間経済成長率

はおおむね１９９５年と１９９９～２００１年を除きプラス成長であったことから，１９９０

年代の経済成長は雇用なき成長といった性格をもつものであった（図１）。

　こうした大量失業の背景には，女性労働力化率の上昇により労働供給が増

大したこと，経済改革により国営・企業部門で大量の失業者が発生したこと

などが指摘できる。それでは，１９９１年と１９９５年に行われた雇用関係柔軟化が

こうした状況を緩和したのかと問うと，答えは否である。１９９１年に雇用法公

布以降も失業率の上昇がみられ，同法施行後に失業率の低下はみられていな

い。女性失業率は男性のそれを大幅に上回っており，労働市場に参入した女

性が職を得られないでいる。また，１９９５年にはメキシコ経済危機の影響で失

業率が２０％を超えたが，翌年からは経済成長が回復し失業率は低下傾向にあ

る。ここでは，失業率の低下は経済回復の果たした役割が大きく，はたして

雇用関係の柔軟化がどれほど失業率低下に寄与したのかはさらなる検討を要
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する。

　次に雇用関係の柔軟化は，実際の雇用にどのような影響を与えたのかをみ

る。表２はメネム政権期における雇用関係柔軟化２法がそろった１９９５年１１月

から１年間の大ブエノスアイレス圏における新規の雇用契約の種別を示した

ものである。それによると同期間総雇用契約数は１�２％増大しているが，従来

型の無期限雇用契約が５�６％減少し，また有期雇用契約が合法化したのに従い

派遣契約の必要性が低減したため，派遣雇用契約も減少している。それに対

して有期雇用契約と試用期間による雇用契約は大幅な増大を示している。こ

のことは，１９９５年からの雇用増は柔軟な雇用の増大によりもたらされたもの

であり，従来型の無期限雇用契約はむしろ減少していることを示している。

その意味で，雇用関係の柔軟化は，企業の生産性と競争力向上にむけた条件

のひとつを叶えたといえる。しかし､これを労働者側からみると１９９５年以降

の失業率低下には雇用関係の柔軟化は部分的に寄与しているといえるが，そ

れは同時に安定的な無期限雇用契約の減少をももたらしたものであった。
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図１　大ブエノスアイレス圏における雇用状況（1980～2000年）
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　また，１９９１年の雇用法においては，雇用関係の柔軟化を図る一方で，統合

労働登録制や非登録労働契約に対する補償金支払いを定め，闇雇用契約を減

少させる目的があった。はたしてこの目論見は成功したのであろうか。図２

は主要都市の全賃労働者のなかで年金保険料未払い労働者の比率であり，実

質的に社会保険にカバーされない労働者という意味でインフォーマルセク

ター比率を表す統計のひとつとみてよいであろう。その比率は１９９０年５月に

２５�２％であったものが２００３年５月には４４�８％にまで上昇し，１９９０年代から２００３

年にかけてインフォーマルセクターが拡大傾向にあることがわかる。このよ

うに，結果として雇用法に盛り込まれた闇労働契約を減少させようとする試

みは成功しなかったことになる。

　３．社会保障改革の評価

　続いてメネム政権期に実施された社会保障改革が，雇用関係の変容とそれ

にともなうリスクに実施的に対応していたのかという点をみる。雇用関係柔

軟化を推進するに際して，それによって生じるリスクに対する保障として雇

用法においてアルゼンチンで初めての本格的失業保険制度が導入された。こ

れは一方において競争力強化に労働組合が協力し，それがもたらす否定的側

面に対する保障を資本側が行うという，アルゼンチンにおける競争的コーポ

ラティズムの核心でもあった。問題は，雇用の不安定化に対して保障機能が
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（出所）La Nació, 8 de enero de 1998.　　　　　　　　1995年11月＝100

表２　大ブエノスアイレス圏における各種雇用契約数の推移（1995年11月～1996年11月）

雇用契約

無期限雇用契約

有期雇用契約

試用雇用契約

人材派遣会社による雇用契約

総雇用数

指数

94.4

178.9

386.5

68.1

101.2



十分に機能したかのかという点にある。１９９１年の失業率は６�０％で経済活動

人口約１３２０万人のうち失業者数は約８３万人と推定されている。この経済活動

人口を図１に表われている年で最も失業率の低かった１９９２年に当てはめると

失業者数は約９２万人になる。これに対して失業保険受給率は約１�４％にしか

ならない（表３）。また，失業保険制定から１３年後の２００４年では失業者数約２００

万人に対して失業保険受給者は約６万２０００人であり，失業保険受給率は約

３％にしかならなく，失業保険制度が失業者をほとんどカバーしていない状

況が明らかとなっている（�����［１９９７��１８１］，����������	
�	������	�	������
�
�

������［２００６��２５２］）。

　大量の失業者に対してこのように失業保険受給者の比率が低い理由は，失

業保険受給の条件が正規雇用契約を結んだフォーマル労働者を対象に，失業

前の３ヶ年中最低１２ヶ月の保険料を支払ったこととなっている（１２）ことにあ

る。また，受給期間も保険料納付期間により差があり，保険料を３ヶ年納付

したものに対して最長の１年失業保険が給付される。したがって，失業保険
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図２　主要都市における年金保険料未払い労働者の比率（1990～2003年）

（出所）http://www.trabajo.gov.ar/（2006年11月14日閲覧）。
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を受給できるのは正規雇用契約を結び，所定の保険料を納付したものに限ら

れる。そのため，インフォーマルセクターでの雇用されたものに対する失業

は，対象外であり，正規雇用でも条件が満たさなければ受給できない。さら

に表２にあるように試用雇用契約が増大していたが，そこでの解雇も対象外

である。また，失業保険の受給期間は最短で４ヶ月から最長で１年しか受給

できず，長期失業者は失業保険を受け取れない。このように，雇用の不安定

化に対応して導入された失業保険制度も，実際には失業者の生活保障機能を

ほとんど果たしていない。

　このほかに雇用法により設立された国家雇用基金管轄下，１９９６年において

１３種類の雇用プログラムがある。そのなかには失業者を雇用した民間企業へ

その賃金の一部を補助するもの，最貧困世帯の世帯主を対象としたコミュニ

ティでの公共事業での雇用，低所得層女性世帯主を対象としたコミュニティ

サービスでの雇用，中小企業での雇用拡大のための賃金補助，非熟練失業者

の職業訓練への補助金などがある。１９９６年におけるこれら雇用プログラムの

全受給者数は７４万５０００人に達しており（����������	
�	������	�	������
�
	������

［１９９７��１０７�１１２］），失業者の一定数程度は非拠出制の雇用プログラムによりカ

バーされていることになり，社会保障制度としては拠出制の失業保険よりも

非拠出制の雇用プログラムのほうが失業者の生活保障で重要な役割を果たし

ているといえる。しかし，１９９６年の失業率は１７�３％ときわめて高く，雇用プ

ログラムの対象者も全失業者の半数にはるかに及ばないと推定される。

　次に年金改革と雇用の関係をみる。賦課方式に積立方式を導入した理由の

ひとつに，積立方式での個人勘定の設立により保険料支払いと年金受給の関
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（出所）INDEC[1999: 296], INDEC[1997: 294]（http://www.indec.mecon.gov.ar/, 2006年11月14日
閲覧）。

表３　失業率と失業保険受給者数（1992～1998年）

受給者数（人）

失業率（％）

1992

12,808

7.0

1993

73,376

9.3

1994

98,516

12.1

1995

122,349

16.6

1996

128,673

17.3

1997

95,379

13.3

1998

90712

12.4



係がより明瞭となり，年金保険料の未払い率の低下が期待されていた。また，

個人勘定の設立は雇用関係の柔軟化により転職の機会が増大した雇用環境に

適した制度であると論じられていた。しかし，積立方式導入により加入者が

保険料を支払うようになったとはいいがたい状況にある。１９９９年６月に民間

積立方式を選択した年金制度加入者のうち保険料を支払った者の割合は

４５�０３％にすぎない（����������	��
��［１９９９��５８］）。以上のように，競争的コー

ポラティズムにおける合意にもとづいた社会保障改革により，競争力強化に

ともなう負の側面をカバーしていたとはいえず，実質的にこの合意で実現さ

れた部分は競争と生産性に関する部分に重点が置かれていたといえる。

　４．競争的コーポラティズムの終焉

　１９９４年の枠組み合意でアルゼンチンにおいて競争的コーポラティズムが定

着するかにみえたが，１９９７年以降その情勢は逆転する。そのきっかけとなっ

たのがメネム大統領の再々選問題であった。メネム大統領が初めて選出され

た１９８９年大統領選挙は，大統領任期を６年とし連続再選を禁止した１８５３年憲

法のもとで行われた。１９９４年にこの憲法をメネム政権は改正し，大統領任期

を４年に短縮した上で１回の連続再選を可能とした。この新憲法に則り翌９５

年にメネム大統領は再選され，１９９７年は任期を半分過ぎる頃であった。当時

メネム大統領陣営は，再選された任期が新憲法での最初のものと数え，メネ

ム大統領は次の選挙に出馬可能であるとのキャンペーンを開始した。これに

対して，ペロン党内で次期大統領選出馬をねらっていたドゥアルデ・ブエノ

スアイレス州知事は強く反発し，両陣営の対立が鮮明となってきた。

　メネム大統領は，再々選に向けて党内政治基盤の強化のために労働組合の

支持をより必要とする事態となっていた。カーロ・フィゲロア元労働相は，

この時期にメネム大統領の改革に対する熱意の消失を感じ，また大統領から

の政治的な支持も薄らいでいることを認識し，辞表を提出したと述べてい

る（１３）。そこでカーロ・フィゲロア労相の後任にメネム大統領側近のエルマ
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ン・ゴンサレスが就任した。１９９８年５月にエルマン・ゴンサレス労相と労働

総同盟は，労働改革に関して次のような労働組合の従来からの主張を大幅に

採り入れた合意に達した。エルマン・ゴンサレス労相が提起し，労働総同盟

が支持した内容は，それまでに制定されてきた柔軟な雇用契約の廃止，旧協

定失効の場合に新協定締結まで旧協定が有効との条項の維持，中央交渉制度

の維持などである（�����������１２�������������１９９８）。このようなこれまでの労

働改革の流れを逆行させる動きに対して，経済界は激しく反発し，独自の改

革案を提起していた（��������２４�������������１９９８）。同年に議会で可決された労

働改革法（法律２５０１３号）では，１９９１年の雇用法と１９９５年の労働自由化法で制

定された柔軟な雇用契約の多くが廃止された。その一方で旧協定失効の場合

に新協定締結まで旧協定が有効との条項，および中央交渉制度は維持され，

労働組合の要求が一方的に貫徹された。このようにメネム大統領の再々選の

ためにメネム政権は，労働組合の要求を受け入れその支持を得ようとし，そ

れに対して産業界は合意からの離脱を決定した。その結果，柔軟な雇用契約

の多くは廃止され，また労働・社会保障政策に関する政労資の合意は形成さ

れず，ここに１９９０年代にアルゼンチンにおいてみられた競争的コーポラティ

ズムは終焉を迎えたといってよいであろう。

　こうしたメネム大統領の変化は，政権党内に強力なライバルが出現したこ

とにより，労働組合の影響力が相対的に強まり，党内の主導権を維持するた

めにメネム大統領のスタンスが労働界よりになったと要約できる。前述した

ムリージョは，改革への反対が成就するのは労働組合の支持をめぐり政党間

競争があり政権党に対して労働組合間競争がない場合であるとする（�������

［２０００��１５１�１５３］）。メネム政権がネオ・リベラル経済改革を進め，社会政策面

においても改革を進めていた時は，ペロン党が強力であり，党内にもメネム

大統領のライバルがいない状況であった。しかし，メネム大統領が再々選運

動を開始した時点では，党内に同大統領の地位を脅かす強力なライバルが出

現し，この両者が唯一の労働組合法人格をもつ労働総同盟の支持を求めて争

う状況となった。そこではひとつの労働組合をめぐって政党間競争が起きて
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いるのと類似した状況が出現したと考えられる。そこに労働組合側が政権よ

り譲歩を勝ちえた理由が存在する。

おわりに

　１９９０年代のアルゼンチンでは，メネム・ペロン党政権によりネオ・リベラ

ル経済政策が採用され，経済面の自由化は大幅に進展した。それと同時に内

外での市場競争を強化させ，労働コスト削減が経済界より求められていた。

他方，１９９０年代のアルゼンチンは大量失業が常態化し，労働コスト削減と雇

用増大を目的として雇用関係の柔軟化が議論されるようになった。また，そ

れと同時に社会保障改革の議論が活発化していった。ところが，経済改革は

政府・テクノクラート主導で進展していったのに対して，労働・社会保障改

革では政・労・資の協議がもたれ，なんらかの合意が達成された後に法制化

されていったことが注目される。

　これらの協議による合意は１９９４年の「雇用・生産性・社会的公正に関する

枠組み合意」に代表されるように，労働組合側は市場条件の変化を考慮し，

競争力と生産の向上に協力する。具体的には雇用関係の柔軟化を受け入れる

ことである。これに対して，資本と国家はそれがもたらす負の側面を補い，

社会的公正の確保に努めるという内容であった。それはローズのいう競争的

コーポラティズムにおける合意に近い内容であった。１９９３年に行われた年金

改革も，このようなアルゼンチンでの競争的コーポラティズム合意の一環を

なすとみなされる。しかし，このアルゼンチンにおける競争的コーポラティ

ズムの合意は，競争と生産性に比重が置かれ，競争のもたらす負の側面への

保障や分配の平等といった側面は弱体であったことが特色である。そのこと

は実体面では，女性の高失業率，年金保険料未納者の増大すなわちインフォー

マル雇用の拡大，失業保険の低カバー率に代表されるように，より顕著に表

れている。
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　このアルゼンチンにおける競争的コーポラティズムも，１９９７年以降の政治

情勢により解体し，１９９８年には柔軟な雇用契約のほとんどが廃棄されてし

まった。ところがメネム政権の後に成立したデ・ラ・ルーア連合政権のもと

で２０００年に行われた労働法改革では，新規団体協約が結ばれるまで休協約が

有効という規程が大幅に緩和され，団体交渉も分権化されるようになった

（���������	
��
���［����］）。しかし，そのデ・ラ・ルーア政権も２００１年末に経済

危機により崩壊し，同政権期に制定された雇用関係の柔軟化は､２００４年にキル

チネル・ペロン党政権により撤廃されてしまう結果となった。その結果，２００７

年現在の労働市場は従来型の労働法により保護された労働市場とそれが及ば

ないインフォーマルセクターの２重構造に戻っている。こうした状況に対し

ても，失業保険のカバー率は低く，また年金の未納率は高いというように社

会保険改革の目標が達成されていない問題は依然残されている。社会保険に

よる生活保障が不十分であるため，非拠出制の雇用プログラムが生活保障に

関して一段と重要さを増してきている。

　１９９０年代のネオ・リベラル経済改革をめぐる，メネム政権期における新た

な同盟の形成やレヴィツキーのペロン党の変容もそれぞれ確かにペロン党を

めぐる新たな状況を説明している。しかし，社会政策に関しては政労資交渉

がもたれていたことを見逃してはならず，社会政策の形成に際してコーポラ

ティズム的協議の場がそれぞれのアクターにとって必要であったことを本論

では示してある。また，そこでの競争的コーポラティズムの合意とその崩壊

は，労働組合支持政党と労働組合をめぐる制度と各アクターの戦略行動の分

析により説明が可能であることを本論では述べたつもりである。アルゼンチ

ンにおいては１９９０年代の競争的コーポラティズムの合意が崩れた後も，政労

資協議はなんらかの形で継続されている。それがどのような形態と効果を

もっているのかは今後の課題としたい。

〔注〕───────────────

�　アルゼンチン工業連盟社会政策局長����������	
��とのインタビュー２００６年
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９月１９日。

�　アルゼンチン工業連盟社会政策局長����������	
��とのインタビュー２００６年

９月１９日。

�　商業労連幹部��������	
���とのインタビュー２００６年９月２５日。

�　商業労連幹部��������	
���とのインタビュー２００６年９月２５日。

�　元労相��������	
���とのインタビュー２００６年９月２５日。

�　アルゼンチン工業連盟社会政策局長����������	
��とのインタビュー２００６年

９月１９日。

�　アルゼンチン工業連盟社会政策局長����������	
��とのインタビュー２００６年

９月１９日。

�　“���������	
���
�����
���	���（���）”������������１����１��１９９４�

�　新年金法に関しては�������［１９９４］����������	
�����������	��	����������

��������	���
��
�	�	�
��
����	��［１９９６］を参照とした。

�　商業労連幹部��������	
���とのインタビュー２００６年９月２５日。

�　元労相��������	
���とのインタビュー２００６年９月２５日。

�　保険料は賃金の３％を使用者が国家雇用基金（���������	���
������
��）

に支払う。

�　元労相��������	
���とのインタビュー２００６年９月２５日。
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